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性別には、生まれたときのからだの特徴のほかに、大切な3つの要素があります。
この性の要素のことを、英語の頭文字を取ってソジーといいます。
ソジーはすべての人が持つ性の要素で、一人ひとり違います。

①好きになる性(どんな性別の人を好きになるか、ならないか:Sexual Orientation)
②思う•感じる性(自分自身をどんな性別だと感じるか:Gender Identity)
③あらわす性(どんな服を着て、どんな髪形にするか、自分を何と呼ぶかなど:Gender Expression) 

ソジー(SOGIE)とは:

宇和島市

パートナーや大切な人を

家族として届出できます



宇和島市 パートナーシップ・ファミリーシップ制度宇和島市 パートナーシップ・ファミリーシップ制度
　宇和島市では、ソジーに関わらず、すべての市民が自分自身を大切にし、自分らしく生き、
互いを認め合える社会の実現を目指しています。パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、
人生のパートナーや大切な人を「家族」として届け出たことを、市が証明する制度です。

パートナーと
ずっと一緒にいたい

家族として
認めてほしい

結婚して名前が変わることに
躊躇してしまう・・・

遺産相続の問題で
結婚に踏み出しにくい

婚姻しない・できないなど、「家族の関係」を示しづらいお二人が対象です婚姻しない・できないなど、「家族の関係」を示しづらいお二人が対象です

届出できる方
次のすべての項目に該当する方
　① 年齢　１８歳以上（民法第４条）
　② 住所　いずれかが本市に住所を有する
　　　　　　　(または転入を予定している)
　③ 配偶者の有無　ともに配偶者がいない
　④ ほかの人とパートナーシップ
　　　　又はファミリーシップにない
　⑤ 双方が近親者でない

届出者の戸籍上の性別やソジーは問いません

必要書類を揃えて届出(郵送可)
↓

書類審査・受理
↓

届出受理証明書を交付
　　　　　　　　　　　  という流れになります。
書類審査には数日のお時間を頂きます。
届出・交付は郵送でも可能ですが、届出・交付のどち
らかは本人確認のため原則お二人で来庁していただ
きます。15歳未満のお子さんについて、「近親者に関
する届出」を提出する場合は、お子さんも一緒に来庁
をお願いします。

届出について

事前相談をオススメします！
お問い合わせはコチラ↓↓↓

宇和島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度
届出受理証明書

届出に必要な書類など手続きの詳細は
市ホームページ内の人権啓発課の
「パートナーシップ•
ファミリーシップ制度ガイドブック」を
ご確認ください。

宇和島市教育委員会人権啓発課
〒798-8601　宇和島市曙町1番地
 TEL：0895-49-7034
 FAX：0895-22-5058

お二人の名前

戸籍上の氏名 子ども、親など
近親者の氏名


